
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本事象を受けて、現場長及び管理者に対し直ちに勤務勉強会を実施する等、再発防止に向けた取り組みを

おこなっているところである。なお、法令や規則などを遵守する考えはかわりない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

現在、再発防止に向けた対策を周知徹底しているところであり、現行協定を見直す考えはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３項】 
 コンプライアンス遵守の考え方を明らかにするとともに、今回の「労働基準法 36条違反」につ
いて全社員に周知する事 

【第４項】 
 繰り返し 36違反が発生していることを鑑み、現在締結中の 36協定は 12月で締結を見直し、
改めて 1月から、検証機関を設け締結機関については 3か月とすること。 


